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クーリングオフに関して 

お客さまが訪問販売または電話勧誘販売により契約の申込みをした場合、本書面を受領された日を含めて 8 日を経過するまでは、書

面またはお問い合わせフォームにより無条件で申込の撤回または契約の解除を行うこと（以下「クーリング・オフ」といいます。）ができ、そ

の効力はお客さまが書面を発信した時（郵便消印日付など）またはお問い合わせフォームを送信した時から発生します。クーリング・オ

フを行う場合、お客さまは損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。お客さまがすでに代金または対価の一部また

は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。お客さまには電気を使用して得られた利益に相当する

金銭の支払い義務はありません。上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、ま

たは当社が威迫したことにより、お客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための

書面が交付され、その内容について説明を受けた日を含めて、8 日を経過するまでは、書面またはお問い合わせフォームによるクーリン

グ・オフを行うことができます。クーリング・オフを行う場合は、必要事項をご記載のうえ下記連絡先まで書面にてご郵送、またはお問い合

わせフォームにて通知ください。  

名称：株式会社 UPDATER  

住所： 〒154-0024  東京都世田谷区三軒茶屋 2-11-22 サンタワーズセンタービル 8 階 

お問い合わせフォーム：https://portal.minden.co.jp/contact/guest 

 

 

1. 小売電気事業者 

株式会社 UPDATER（旧社名：みんな電力株式会社）（登録番号 A0055） 

東京都世田谷区三軒茶屋 2-11-22 サンタワーズセンタービル 8 階 

 

2. 問合せ先及び受付時間 

株式会社 UPDATER カスタマー・サポート 

電話：03-6277-5441 受付時間 10:00～18:00 (1 月 1 日休業) 

問合せフォーム：https://portal.minden.co.jp/contact/guest 

メール：support@minden.co.jp 

 

3. 媒介事業者 

当社ウェブサイトにてご確認ください。 https://minden.co.jp/personal/partner 

 

4. 契約申込方法 

お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ当社の需給約款および一般送配電事業者の託送約款等における

需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。 

詳細は当社ウェブサイトにてご確認ください。 https://minden.co.jp/personal/flow 

 

本書面の内容を十分にご確認ください。 

 

https://portal.minden.co.jp/contact/guest
file:///C:/Users/murak/commons%20Dropbox/村方善幸/事件フォルダ/ア　株式会社UPDATER/株式会社UPDATER/取次・媒介契約/support@minden.co.jp
https://minden.co.jp/personal/partner
https://minden.co.jp/personal/flow
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5. 供給開始予定日 

(1) 引越し等の理由で、新たに電気の供給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望される日といたします。ただし、いずれの小

売電気事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始した後に当社との需給契約が成立した場合に

は、電気の使用を開始した日とします。 

(2) 他の小売電気事業者からの切り替えにより供給を開始する場合には、原則として、お客さまが申し込みをされた後に到来する最

初の検針日とします。ただし、最初の検針日までに、スマートメーターの設置工事等、切り替えに必要な手続きが完了しない場合

などについては、次回の検針日となる場合もあります。 

 

6. 料金単価及び料金算定方法 

(1) 料金は、基本料金または最低料金、従量料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、従量料

金は電気需給約款に定める電源調達費調整額または電源コスト調整額を加えたものといたします。 

(2) 基本料金、従量料金単価は、電気需給約款または契約書に定める単価といたします。 

電気需給約款 https://minden.co.jp/blog/2022/04/01/6857 

(3) 電源調達費調整額または電源コスト調整額は、毎月、当社ホームページにてお知らせいたします。 

 

7. 工事に関する費用負担 

一般送配電事業者から、託送供給約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、臨時工事費

の精算金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金

等相当額として工事着手前に申し受けます。また、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた

場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。 

 

8. 延滞利息 

お客さまが料金の支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応

じて延滞利息を申し受ける場合があります。詳細は、電気需給約款第２４条（延滞利息）をご参照ください。 

 

9. 違約金 

お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社

は、電気需給約款に基づき、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。 

 

10. 契約電力の値または決定方法 

契約電流、契約容量または契約電力については、原則として、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていた

だきます。なお、供給開始後の毎月の最大需要電力が、契約電流、契約容量または契約電力を上回る場合、電気設備の変更を行

った場合等には、契約電流、契約容量または契約電力を見直していただきます。 

 

11. 供給電圧及び周波数 

(1) 供給電圧は、電灯契約は交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相 3 線式標準電圧 100

ボルトおよび 200 ボルトとし、動力契約は、交流 3 相 3 線式標準電圧 200 ボルトといたします。 

(2) 周波数は、標準周波数 50 ヘルツまたは 60 ヘルツといたします。 

https://minden.co.jp/blog/2022/04/01/6857
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12. 計量方法及び料金調定の方法 

(1) 当社は、一般送配電事業者が計量した電力量をもとに電気料金を計算いたします。ただし、計量器の故障等によって使用電力

量を正しく計量できなかった場合は、一般送配電事業者とお客さまとの協議により使用電力量を定めます。 

(2) 料金の算定期間は、原則として、前月の検針日から、当月の検針日の前日までの期間を「１月」として算定いたします。ただし、

新たな電気の供給開始や需給契約の解約等の場合には、電気需給約款にもとづき日割計算いたします。 

 

13. 料金等の支払方法 

料金および工事費負担金等相当額については、当社の指定するクレジットカード会社のクレジットカード払いとします。 

 

14. 託送約款に定める需要家の責任に関する事項 

(1) お客さまの土地または建物への立ち入りによる業務の実施 

計量器の確認や法令で定めるところによる保安のために必要なお客さまの電気工作物の検査等を実施するために、一般送配電

事業者またはその委託事業者が、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由が

ない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾していただきます。 

(2) 保安に対するお客さまの協力 

お客さまが次のいずれかについてお気づきの場合には、すみやかに一般送配電事業者にご連絡くださいますようお願いいたします。 

 ・電気の供給に必要な電気工作物（電気の引込線や計量器等）に異状もしくは故障があり、または生じる恐れがある場合 

 ・お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または生じる恐れがあり、それが一般送配電事業者の供給設備に影響を及

ぼすおそれがある場合 

(3) 供給の中止または使用の制限もしくは中止 

一般送配電事業者が定める託送供給約款にもとづき、次の場合にはお客さまに電気のご使用を中止、または制限していただく場

合があります。 

・一般送配電事業者及びお客さまの電気工作物に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合 

・一般送配電事業者の電気工作物の修繕、変更その他の工事上やむを得ない場合 

・その他保安上の必要がある場合 

 

15. 契約期間 

(1) 契約期間は、需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降 1 年目の日までといたします。 

(2) 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに

同一条件で継続されるものといたします。この場合、当社は、継続後の契約期間のみを説明するものとし、継続後に、当社の名

称および住所、お客さまとの契約更新年月日、延長後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適切と判断した方法に

よりお知らせするものとします。 

 

16. 契約変更及び解除の申出方法 

(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。 

(2) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。 

(3) 契約の変更及び解除に伴い一般送配電事業者から、託送供給等約款に基づく接続供給にかかる料金および工事費の精算金
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額の支払いを求められた場合には、当社はその実費をお客さまから申し受けます。  

 

17. 当社からの契約変更及び解除 

支払期限日を経過しても電気料金のお支払いが確認できない場合等、お客さまが当社の電気需給約款に違反した場合には、当社

から電気の需給契約を解約させていただく場合があります。 

 

18. 他の小売電気事業者から当社への切り替え 

他の小売電気事業者から当社への切り替えにあたり、現在のご契約内容によっては解約に伴う違約金が請求される等の不利益事項

が発生する場合がありますので、現在ご契約中の小売電気事業者との契約内容をご確認ください。 

 

19. 需給契約の変更 

当社は、電気需給約款を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめ変更後の電気需給約款の内容およびその効力発生

時期をウェブサイトまたは電子メール等の電磁的方法でお知らせいたします。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、

料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款によります。 

 

20. その他 

(1) 電気使用量及び電気料金のお知らせ、電気需給約款、契約締結前の供給条件等の各種説明、契約締結後の契約条件通

知書面等は、書面での交付に代えて、ウェブサイトまたは電子メール等の電磁的方法により交付いたします。 

(2) お客さまが電気の需給契約の変更をお申し込みいただいた場合は、その変更点について電子メール等の電磁的方法により交付

いたします。 

以上 


